
 

様式第１号（第５条関係） 

会議概要 

会 議 の 名 称 令和５年久喜市選挙管理委員会第８回 

開 催 年 月 日 令和５年７月１９日（水） 

開 始 ・ 終 了 時 刻 午前９時００分から午前９時２９分 

開 催 場 所 久喜市役所 第８会議室 

議 長 氏 名 飯島 光 委員長 

出席委員（者）氏名 

飯島 光 委員長 

森田靜也 委員長職務代理 

飯田一夫 委員 

橋本 勉 委員 

欠席委員（者）氏名 なし 

説 明 者 の 職 氏 名 副主幹兼選挙係長 廣瀨哲也 

事務局職員職氏名 

選挙管理委員会主幹 長谷川信光 

選挙管理委員会副主幹兼選挙係長 廣瀨哲也 

選挙管理委員会選挙係 担当主査 染谷 匠 

 

会 議 次 第 

 

１ 開会 

２ 会議録署名委員の指名 

３ 委員長提出議案の上程 

４ 提案理由の説明 

５ 議案に対する質疑 

６ 討論・採決 

７ 諸報告 

８ 閉会 

配 布 資 料 なし 

会議の公開又は非公開 公開 

傍 聴 人 数 ０人 



様式第２号（第５条関係） 

 

審議会等会議録 

発言者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

委員長 
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事務局 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

事務局 

１ 開会 

２ 会議録署名委員 橋本 勉 委員 

３ 議案の上程 

４ 提案理由の説明 

５ 議案に対する質疑 

６ 討論・採決 

 

議案第４５号 選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

議案第４６号 選挙人名簿から抹消することについて 

議案朗読 

参考までに、地区別に申し上げますと、久喜地区、第１投票区から第１８投票区

は、５７，５９７人、菖蒲地区、第１９投票区から第２５投票区は、 

１６，０４０人、栗橋地区、第２６投票区から第３２投票区は、２２，９０９人、

鷲宮地区、第３３投票区から第４０投票区は、３１，８３４人となります。 

 

今回の選挙人名簿登録者数は、６月１日に議決しました定時登録と比較して、男

２０３人増の６３，７００人、女２８４人増の６４，６８０人となり、総計 

１８人増の１２８，３８０人となります。 

＜新規登録者名簿と抹消者名簿を供覧＞ 

 

議案に対する質疑 

質疑なし 

原案どおり決定 

 

議案第４７号 投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について  

議案朗読 

 令和５年８月６日執行の埼玉県知事選挙の執行にあたり、市内４０投票所の投票

管理者及びその職務代理者を選任するものです。 

 

議案に対する質疑 

質疑なし 

原案どおり決定 

 

議案第４８号 期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について 

議案朗読 
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事務局 
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事務局 
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事務局 

 

 市役所や商業施設等市内７箇所に設置される期日前投票所の投票管理者及びそ

の職務代理者を選任するものです。 

 

議案に対する質疑 

質疑なし 

原案どおり決定 

 

議案第４９号 投票所の投票立会人の選任について 

議案朗読 

 市内４０投票所の投票立会人を選任するものです。 

 若年層の立会人は５名です。 

 

若年層の立会人はどのように選任しているのか。 

 

登録制となっており、登録者に連絡して都合がつけば選任しています。 

 

党派について、特定の政党に所属している方がいるがよいのか。 

 

１投票所に同じ政党の方が２人以上いなければ、問題ありません。 

 

党派について、どのように判断しているのか。 

 

承諾書に記載のあるとおりとしています。 

 

議案に対する質疑 

質疑なし 

原案どおり決定 

 

議案第５０号 期日前投票所の投票立会人の選任について 

議案朗読 

市役所や商業施設等市内７箇所に設置される期日前投票所の投票立会人を選任

するものです。 

 

議案に対する質疑 

質疑なし 

原案どおり決定 

 

議案第５１号 ポスター掲示場設置の場所の変更について 

議案朗読 

 令和５年８月６日執行の埼玉県知事選挙のポスター掲示場の設置場所につい



 

 

委員長 

 

 

 

事務局 

 

 

委員長 

 

て、一部を変更するものです。 

 

議案に対する質疑 

質疑なし 

原案どおり決定 

 

７ 諸報告 

 なし 

 

８ 閉会 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

令和 ５ 年 ８ 月 ４ 日 

委 員 長  飯 島  光 

署 名 委 員  橋 本  勉 

 


